
様式第８号の１（第６条関係）                             令和８年度用 

1 
 

（住宅用地球温暖化対策設備）岡崎市地球温暖化対策設備設置費補助金実績報告書 
令和   年   月   日 

（宛先）岡 崎 市 長 
（申請者）                                  

郵 便 番 号                                 
 

住 所                                   
氏名ふりがな                                

 
氏 名                                   

※必ず記名押印としてください。                   
電 話 番 号                                 

岡崎市地球温暖化対策設備設置費補助金交付要綱に基づき、次のとおり実績報告します。 

１．対象事業の完了に関する内容 ※実績報告書提出日時点で、対象設備を設置した住宅に居住していること。 

交付決定日 令和   年   月   日 交付決定番号 ８岡崎市指令ゼ第   号 

交付決定額              円 工事完了日 
令和   年   月   日 
※対象設備が複数台ある場合は最も遅い日付を記入。ただし
新築住宅の場合は、住宅の引渡し日とすること。 

支払完了日 
令和   年   月   日 
※対象設備に係る支払が完了した日付を記入。 事業完了日 

令和   年   月   日 
※工事完了日と支払完了日のうち遅い日付を記入。 

２．実績報告する対象設備 

選択欄（チェック） 対象設備の種類 
□ ⑴   住宅用太陽光発電設備（重点対策加速化事業活用型） 
□ ⑵-ア 住宅用定置用リチウムイオン蓄電システム（重点対策加速化事業活用型） 
□ ⑵-イ 住宅用定置用リチウムイオン蓄電システム（岡崎産再エネ電気活用型） 
□ ⑵-ウ 住宅用定置用リチウムイオン蓄電システム 
□ ⑶   電気自動車等充給電設備（V2H） 
□ ⑷-ア 太陽熱利用システム（強制循環型） 
□ ⑷-イ 太陽熱利用システム（自然循環型） 
□ ⑸  ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH） □ GX 志向型住宅 □ ZEH＋ 
□ ⑹  既存建築物断熱改修（重点対策加速化事業活用型） 
□ ⑺  家庭用燃料電池システム（重点対策加速化事業活用型） 

※⑴及び⑵-アは国が実施する補助事業における補助対象経費と重複する場合は国の補助事業との併用申請不可。⑵-アは⑴と同時
申請に限る。⑵-ア及び⑵-イは併用申請可。⑵-ウは⑵-ア及び⑵-イと併用申請不可。⑸は国が実施する、みらいエコ住宅 2026 事
業の「GX 志向型住宅」又は戸建住宅・集合住宅の ZEH 化・省 CO₂化促進事業の「ZEH＋」の交付決定等を受けることが必要。
⑴及び⑵-イについては、対象設備により発電した余剰電力について、岡崎市地産地消再エネ事業者と売電契約を締結しているこ
と。⑴及び⑵-イ、⑶、⑸、⑹及び⑺については、対象設備を設置する場所における小売電気事業者との電灯契約について、岡崎
市地産地消再エネ事業者が供給する岡崎産再エネ電気と契約していること。 

合計交付申請額              円 
※交付申請額は「３．交付申請額の計算」により算出すること。 
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３．交付申請額の計算 ※実績報告する対象設備の欄のみ記入とする。交付申請額は千円未満端数切捨て。 
⑴   住宅用太陽光発電設備（重点対策加速化事業活用型） 交付申請額：       円 
【算出の基礎】 ①又は②の金額のうち低い金額：上限６３万円 
① 補助対象経費（          円）×1／２ 
② 様式第１号の６で算出した太陽光発電設備の最大出力（    kW）×７万円 
⑵-ア 住宅用定置用リチウムイオン蓄電システム（重点対策加速化事業活用型） 交付申請額：       円 
【算出の基礎】 14 万１千円/kWh 以下であり、①により算出される金額：上限３５万円 
補助対象経費（       円）÷SII に登録された定格容量（    kWh）＝（      円/kWh※1） 
① 補助対象経費（          円）×1／３                     ※1 円未満切上げ 
⑵-イ 住宅用定置用リチウムイオン蓄電システム（岡崎産再エネ電気活用型） 交付申請額：       円 
【算出の基礎】 ①により算出される金額：上限１５万円 
① 補助対象経費（          円）×1／５ ※補助対象経費に工事費や諸経費等は含まない。 
⑵-ウ 住宅用定置用リチウムイオン蓄電システム 交付申請額：       円 
【算出の基礎】 ①により算出される金額：上限２万円 
① 補助対象経費（          円）×1／５ ※補助対象経費に工事費や諸経費等は含まない。 
⑶   電気自動車等充給電設備（V2H） 交付申請額：       円 
【算出の基礎】 ①により算出される金額：上限１０万円 
① 補助対象経費（          円）×1／５ ※補助対象経費に工事費や諸経費等は含まない。 
⑷-ア 太陽熱利用システム（強制循環型） 交付申請額：       円 
【算出の基礎】 ①により算出される金額：上限４万８千円 
① 補助対象経費（          円）×1／５ 
⑷-イ 太陽熱利用システム（自然循環型） 交付申請額：       円 
【算出の基礎】 ①により算出される金額：上限１万６千円 
① 補助対象経費（          円）×1／５ 
⑸  ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH） 交付申請額：       円 
【算出の基礎】 定額：１６万円 
⑹  既存建築物断熱改修（重点対策加速化事業活用型） 交付申請額：       円 
【算出の基礎】 ①又は②により算出される金額：上限１２０万円 
① 対象設備に玄関ドアが含まれる場合：【玄関ドアに係る補助対象経費（         円）×1/3 の額:上
限５万】＋【玄関ドア以外に係る補助対象経費（         円）×1/3 の額:上限 115 万円） 
② 対象設備に玄関ドアが含まれない場合：補助対象経費（          円）×1／３ 
⑺  家庭用燃料電池システム（重点対策加速化事業活用型） 交付申請額：       円 
【算出の基礎】 ①により算出される金額：上限２０万円 
① 補助対象経費（          円）×1／２ 

 
 
 
４．交付決定を受けた対象設備に関する内容 ※実績報告する対象設備で項目がある場合のみ記入とする。 

⑴ 住宅用太陽光発電設備 
設備の概要 様式第１号の６のとおり。 
設置工事年月日 着工日：令和  年  月  日   完了日：令和  年  月  日 
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⑵-ア･イ･ウ 住宅用定置用リチウムイオン蓄電システム 
メーカー名  パッケージ型番  SII 定格容量 kWh 
設置工事年月日 着工日：令和  年  月  日   完了日：令和  年  月  日 
⑶ 電気自動車等充給電設備（V2H） 
メーカー名  設備型番  
設置工事年月日 着工日：令和  年  月  日   完了日：令和  年  月  日 
⑷-ア･イ 太陽熱利用システム 
メーカー名  設備型番  
設置工事年月日 着工日：令和  年  月  日   完了日：令和  年  月  日 
⑸ ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH） □ GX 志向型住宅 □ ZEH＋ 
工事年月日 着工日：令和  年  月  日   完了日：令和  年  月  日 
⑹ 既存建築物断熱改修 
設備の概要 様式第８号の４のとおり。 
設置工事年月日 着工日：令和  年  月  日   完了日：令和  年  月  日 
⑺ 家庭用燃料電池システム 
メーカー名  燃料電池ユニット型式  
設置工事年月日 着工日：令和  年  月  日   完了日：令和  年  月  日 

５．実績報告に必要な添付書類チェックリスト ※該当する対象設備に係る書類を添付すること。交付要綱別表４参照。 
共通の添付書類 
□ 様式第 8 号の１ 
□ 対象設備の設置状態が確認できる写真 ※交付要綱別表４−１の写真の条件を満たすこと。また、⑹の対象設備につい

ては、様式第８号の４(設置確認表)により提出すること。 
□ 補助対象経費に係る領収書の写し ※領収書の写しが提出できない場合に限り、請負事業者が作成した領収証明書（代表

社印(丸印)又は社印(角印)が押印されたもの）を提出すること。 
⑴ 住宅用太陽光発電設備（重点対策加速化事業活用型） 
□ 対象設備に係る保証書の写し 
□ 岡崎産再エネ電気の購入に係る契約の事実が確認できる書類 
□ 太陽光発電設備により発電した余剰電力に係る売電契約の事実が確認できる書類 ※岡崎市地産地消再エネ事業

者が発行したものに限る。 
⑵-ア 住宅用定置用リチウムイオン蓄電システム（重点対策加速化事業活用型） 
□ 対象設備に係る保証書の写し 
⑵-イ 住宅用定置用リチウムイオン蓄電システム（岡崎産再エネ電気活用型） 
□ 対象設備に係る保証書の写し 
□ 岡崎産再エネ電気の購入に係る契約の事実が確認できる書類 
□ 太陽光発電設備により発電した余剰電力に係る売電契約の事実が確認できる書類 ※岡崎市地産地消再エネ事業

者が発行したものに限る。 
⑵-ウ 住宅用定置用リチウムイオン蓄電システム 
□ 対象設備に係る保証書の写し 
⑶ 電気自動車等充給電設備（V2H） 
□ 対象設備に係る保証書の写し 
□ 岡崎産再エネ電気の購入に係る契約の事実が確認できる書類 
⑷-ア･イ 太陽熱利用システム 
□ 対象設備に係る保証書の写し 
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⑸ ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH） □ GX 志向型住宅 □ ZEH＋ 
□ 岡崎産再エネ電気の購入に係る契約の事実が確認できる書類 
□ 太陽光発電設備により発電した余剰電力に係る売電契約の事実が確認できる書類 ※岡崎市地産地消再エネ事業

者が発行したものに限る。 
□ 国が実施する補助事業の補助金の交付決定通知の写し 
□ 国が実施する補助事業の完了報告の審査が適正に完了したことを証する書類 ※審査状況が「確定」または「振込

手続き中」など、補助金の交付が認められた状態であることが客観的に判断できる書類に限る。 
□ 設置した太陽電池モジュールの配置図 ※発行者名、補助金申請者名、太陽電池モジュールの型式と出力が明記されてい

ること。 
⑹ 既存建築物断熱改修（重点対策加速化事業活用型） 
□ 岡崎産再エネ電気の購入に係る契約の事実が確認できる書類 
□ 様式第８号の４（完了報告書） 
□ 様式第８号の５(設置確認表) 
□ 様式第８号の６(施工証明書) 
□ 様式第８号の７(出荷証明書) 
⑺ 家庭用燃料電池システム（重点対策加速化事業活用型） 
□ 対象設備に係る保証書の写し 
□ 岡崎産再エネ電気の購入に係る契約の事実が確認できる書類 

６．対象設備の設置状態が確認できる写真の条件 ※交付要綱別表４-１を確認すること。以下、参考。 
対象設備の番号 写真の条件 
⑴〜⑸、⑺ 対象設備を設置した建物が新築の場合、その建物の全景が分かること ※建物単体の近接写真

ではなく、敷地境界や周辺環境（道路、隣接物など）との位置関係が確認できる引きの構図とすること。 
⑴ 設置した太陽電池モジュールの枚数及びパワーコンディショナーの設置状態が分かること 

※対象設備を設置した屋根面の写真など。 
太陽光発電設備による発電電力量等が分かること ※計測器の画面等の写真。 

⑵〜⑷、⑺ 申請時に提出した対象設備の設置予定場所を示した写真と比較して、対象設備本体が同じ
場所に設置されていることが確認できること 
保証書に記載されている対象設備の型式や製造番号等が分かること 
※対象設備に貼付等されている銘板などの写真。 
※確認できない場合は、対象設備に係る出荷証明書等で代用できるものとする。 

※交付申請時の写真と設置前後の位置関係が判別できるよう、撮影すること。（複数枚提出可。） 
※設置場所に変更があった場合は、実績報告書提出時に変更後の設置予定場所の写真を提出すること。 

８.実績報告の内容に関する連絡先の情報 ※申請者本人ではない場合に記入。 
販売店名等  担当者氏名  電話番号  

９.実績報告における同意事項（チェック） 
  □ 岡崎市地球温暖化対策設備設置費補助金交付要綱及び事務取扱要領を確認し、実績報告の内容を満たし

ていることを誓約し、内容に虚偽等があった場合には交付決定を取消されることに異議申し立てません。 
□ 補助金の交付事務に必要な内容に関し、職員が住民基本台帳を閲覧することを了承します。 
□ 実績報告の内容の審査のため、対象設備の設置等に係る現地調査について了承します。 
□ 実績報告の内容（合計交付申請額を除く）を訂正する必要がある場合、職権による訂正を承諾します。 
□ 岡崎市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は同条第１号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な
関係を有する者に該当しません。 

(□) 住宅用太陽光発電設備（重点対策加速化事業活用型）にかかる補助金の交付を受ける場合、当該対象設
備による発電量等の記録を様式第 14 号により報告することを誓約します。 

 
氏 名                                               

※必ず記名押印としてください。                                
（市処理欄）※記入しないでください。 

住基 □ 修正日：    字取消   字加入    


